
「
不
当
解
雇
と
闘
う
Ｊ
Ａ
Ｌ
労
働
者

を
支
え
る
９
・
20
集
会
」
で
船
尾
徹
弁

護
士
（
東
京
南
部
法
律
事
務
所
）
の
講

演
が
あ
り
ま
し
た
。
「
Ｊ
Ａ
Ｌ
裁
判
の

問
題
点
と
闘
い
の
展
望
」
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

不
当
解
雇
撤
回
の
闘
い
は
全
国
の
働
く

者
の
勇
気
を
与
え
た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
不
当
解
雇

は
、
経
営
破
綻
か
ら
は
じ
ま
る
。

整
理
解
雇
が
強
行
さ
れ
た
。
解
雇
撤
回
を

闘
う
こ
と
は
厳
し
い
。
な
か
な
か
組
織
し
て

闘
う
大
型
裁
判
は
少
な
い
。

今
ま
で
の
闘
い
で
整
理
解
雇
４
用
件
は
働

く
労
働
者
を
保
障
し
て
い
た
。

東
京
地
裁
で
不
当
敗
訴
～
な
ぜ
敗
訴
に

な
っ
た
の
か
分
析
し
て
い
く
。
勝
利
の
活
路

を
ど
う
見
出
し
て
い
く
の
か
。

東
京
地
裁
の

不
当
判
決

①
整
理
解
雇
法
理
の
適
用
に
つ
い
て

会
社
の
主
張
を
排
し
て
、
更
生
手
続

下
の
解
雇
で
あ
っ
て
も
、
整
理
解
雇
法

理
が
適
用
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
Ｊ
Ａ

Ｌ
が
更
生
手
続
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら

解
雇
の
有
効
性
を
き
わ
め
て
緩
く
判
断

し
て
正
当
化
し
た
。

②
客
乗
判
決

「
整
理
解
雇
法
理
適
用
の
要
件
を
検

討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
解
雇
の
必
要

性
の
判
断
に
お
い
て
使
用
者
で
あ
る
更

生
会
社
の
破
綻
の
事
実
が
、
重
要
な
要

素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

削
減
目
標
達
成
論

解
雇
に
よ
る
人
員
削
減
の
必
要
性
・

正
当
化
に
は
、
人
員
削
減
の
必
要
性
が

存
在
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ

れ
を
基
礎
的
前
提
。

●
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
人
員
削
減
の
推
移
を
検
証

す
る
と
解
雇
実
施
時
点
に
お
い
て
、
会

社
が
更
生
計
画
・
事
業
計
画
で
定
め
た

「
事
業
規
模
縮
小
に
見
合
う
人
員
体
制
」

を
形
成
す
る
た
め
に
設
定
し
た
削
減
目

標
を
達
成
し
て
い
た
こ
と
、
少
な
く
と

も
達
成
す
る
と
見
通
し
て
い
た
。

●
２
０
１
１
年
３
月
末
の
想
定
有
効
配

置
数
４
７
２
６
人
体
制
か
ら
２
０
１
１

年
３
月
末
ま
で
に
必
要
稼
動
数
４
１
２

０
人
体
制
に
削
減
（
客
室
乗
務
員
）
に

す
る
。

●
12
月
１
日
時
点
で
有
効
配
置
数
４
１

４
０
人
←
「
わ
ず
か
20
人
」
12
月
９
日

１
０
８
名
解
雇
通
知
。

●
12
月
末
時
点
（
解
雇
実
施
時
点
）
有

効
配
置
数
４
０
４
２
人
ま
で
削
減
さ
れ

て
い
た
。

●
さ
ら
に
解
雇
直
後
の
２
０
１
１
年
１

月
～
３
月
の
客
室
乗
務
員
２
１
８
人
減

少
・
流
出
、
乗
務
調
整
、
有
給
消
化
等
々

か
ら
２
～
３
ヶ
月
前
に
は
会
社
に
と
っ

て
想
定
可
能
に
な
る
。

不
当
解
雇
の

歯
止
め
に
な
る

運
動
を
し
て
い
く

組
合
つ
ぶ
し
で
意
図
的
な
解
雇
が
強

行
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｃ
Ｕ
の
弱
体
化
・
労
働

組
合
の
分
裂
攻
撃
・
希
望
退
職
の
他
に

解
雇
を
強
行
し
て
い
っ
た
・
年
齢
制
限

に
よ
る
整
理
解
雇
、
労
働
組
合
は
差
別

さ
れ
た
。

労
働
組
合
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
解

雇
し
た
。
年
齢
制
限
に
よ
る
整
理
解
雇

は
Ｃ
Ｃ
Ｕ
の
人
達
が
中
心
だ
っ
た
。

解
雇
後
、
人
員
削
減
で
人
員
が
足
り

な
く
な
っ
た
が
、
す
ぐ
に
は
要
員
補
充

し
な
か
っ
た
。

不
当
判
決
に
対
し
て
世
論
と
結
集
し

て
臨
む
。
年
度
末
に
判
決
。
運
動
の
広

が
り
闘
い
を
進
め
て
い
く
。
大
き
く
広

げ
て
い
く
。
解
雇
を
許
さ
な
い
闘
い
を

進
め
て
い
く
こ
と
。

不
当
解
雇
の
歯
止
め
に
な
る
運
動
に

し
て
い
く
。

今
回
、
一
緒
に
オ
ル
グ
に
回
っ
た
Ｊ

Ａ
Ｌ
原
告
の
斉
藤
さ
ん
、
鈴
木
さ
ん
と

懇
親
会
な
ど
で
一
緒
に
酒
を
飲
み
ま
し

た
が
、
と
て
も
楽
し
い
方
々
で
し
た
。

カ
ラ
オ
ケ
が
と
て
も
上
手
で
し
た
。

び
っ
く
り
で
し
た
。
集
会
後
は
、
斉
藤

さ
ん
と
二
次
会
へ
一
緒
に
行
き
ま
し
た

が
、
２
時
近
く
ま
で
飲
ん
で
ま
し
た
。

楽
し
い
ひ
と
と
き
で
し
た
。
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会場でカンパの訴えをしました。参加された仲
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建交労の杉崎委員長からカンパの贈呈がされま

した。
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